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▼
対
象
＝
発
達
障
が
い
児
（
者
）

の
保
護
者
、
療
育
・
教
育
（
幼

稚
園
、
保
育
園
、
小
・
中
学
校

の
教
職
員
）、
福
祉
団
体
従
事

者
な
ど
。

▼
と
き
＝
１
月
20
日
㊐
午
後
１
時

30
分
か
ら
同
４
時
30
分
ま
で
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
市
民
セ
ン
タ
ー

２
階
・
第
１
会
議
室
。

▼
演
題
＝「
発
達
障
害
研
究
の
今
、

今
日
か
ら
始
め
る
発
達
障
害
支

援
」。

▼
入
場
料
＝
無
料
。

※

詳
細
は
白
い
雲
の
会
事
務
局

☎
㉔
０
１
７
８
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

▼
と
き
＝
１
月
27
日
㊐
正
午
か
ら

午
後
４
時
30
分
ま
で
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
中
央
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
（
亀
場
町
）。

▼
内
容
＝
子
育
て
情
報
・
相
談
コ

ー
ナ
ー
、
み
ん
な
で
歌
お
う
！

遊
ぼ
う
！
ス
テ
ー
ジ
コ
ー
ナ

ー
、子
育
て
マ
マ
コ
ー
ナ
ー（
フ

リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
譲
渡
会
）、

あ
そ
び
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
。

※

入
場
は
無
料
。
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
が
、
あ
そ
び
の
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
み
事
前
の
申

し
込
み
が
必
要
で
す
（
託
児
あ

り
）。

※

申
し
込
み
方
法
な
ど
の
詳
細

は
、子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
わ
・

わ
・
わ
（
話
・
和
・
輪
）☎
０

８
０
（
８
３
８
２
）
７
２
２
８

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
＝
２
月
２
日
㊏
午
後
１
時

か
ら
同
４
時
30
分
ま
で
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
市
民
セ
ン
タ
ー

白
い
雲
の
会
講
演
会

催
　
し

「
糖
尿
病
予
防
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

　
　
　
　
　  

を
開
催
し
ま
す

危
険
物
取
扱
者
試
験

　
　
準
備
講
習
会
を
開
催

募
　
集

「
わ
・
わ
・
わ
の
ひ
ろ
ば
」を

　
　
　
　
　
開
催
し
ま
す

情
報

ひ
ろ
ば

ホ
ー
ル
・
展
示
ホ
ー
ル
。

▼
内
容
＝
①
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
…
午
後
２
時
か
ら
同
４
時
ま

で
②
展
示
・
体
験
コ
ー
ナ
ー
…

午
後
１
時
か
ら
同
２
時
と
同
４

時
か
ら
同
４
時
30
分
ま
で
。

▼
入
場
料
＝
無
料
。

※
詳
細
は
天
草
保
健
所
☎
㉓
０
１

７
２
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
＝
１
月
28
日
㊊
・
同
29
日

㊋
（
１
回
目
）、
２
月
２
日
㊏
・

同
３
日
㊐
（
２
回
目
）、
２
月

11
日
㊊
（
直
前
）。

▼
と
こ
ろ
＝
熊
本
市
流
通
情
報
会

館
（
熊
本
市
南
区
）。

▼
定
員
＝
い
ず
れ
も
80
人
。

▼
申
込
期
間
＝
定
員
に
な
る
ま
で

受
け
付
け
。

※
申
込
書
は
天
草
広
域
連
合
消
防

本
部
ま
た
は
、
各
消
防
署
・
分

署
に
あ
り
ま
す
。

※
申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
は
熊
本

県
危
険
物
安
全
協
会
☎
０
９
６

（
３
２
５
）
６
３
１
６
へ
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

水俣病総合対策事業

健康不安をお持ちの人に対する健診事業について

源泉徴収票が送付されます

【問い合わせ先】本渡年金事務所☎㉔2112
　　　　　　　 ねんきんダイヤル☎0570（05）1165

　厚生年金や国民年金の「老齢年金」など、老齢（退職）
を支給事由とする公的年金は、税法上「雑所得」として
所得税の課税対象になります。このうち、「老齢年金」の
額が108万円以上（65歳以上は158万円以上）の人につ
いては、所得税を徴収することになっています。
　そのため、「老齢年金」を受給している人には、１年間
の年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が１月
下旬までに送付されますので、確定申告のときに提出し
てください。
　また、紛失したときなどは再発行できますので、本渡
年金事務所または年金相談センターへご相談ください。
なお、「障害年金」や「遺族年金」は非課税ですので、源
泉徴収票は送付されません。

　天草税務署では、年金受給者を対象に「確定
申告書作成会」を実施します。記載方法の説明
を聞きながら確定申告書を作成し、その場で提
出もできます。対象者には案内文書を送付しま
すが、その文書が届かなくても参加できます。
■日　程＝右表のとおり。
■持参品＝①印かん ②公的年金の源泉徴収票 ③
社会保険料の支払金額がわかる書類 ④生命保
険料・地震保険料控除証明書 ⑤筆記用具・電
卓。※年金のほかに、給与収入がある人は事業
所が発行した源泉徴収票を、生命保険・損害
保険契約などに基づく満期または、解約返戻
金や個人年金の受け取りで所得が生じた人は
支払金額がわかるものを、それぞれ持参して
ください。

■公的年金収入のある人の確定申告について
　公的年金などの収入金額の合計額が400万円
以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外
の所得金額が20万円以下である場合には、所得

税について確定申告をする必要はありません。
　ただし、この場合であっても、①所得税の還
付を受けるためには、確定申告書を提出する
必要があります。還付申告は、２月15日㊎以
前でも相談や申告書の提出ができます②住民
税の申告が必要な場合があります。
　詳しくは、天草税務署へお尋ねいただくか、
国税庁のホームページ（http://www.nta.go.
jp/）をご覧ください。

２/ １㊎
２/ ６㊌
２/ ７㊍

２/12㊋

２/15㊎

五和町コミュニティセンター
牛深支所・
２階会議室

天草税務署
１階会議室

と　　　き と　こ　ろ

年金受給者の確定申告書作成会を実施します

 9：30～／13：00～
10：00～／13：00～

 9：00～／13：00～

□確定申告書作成会日程

※終了時間は、いずれも正午と午後４時まで。

【問い合わせ先】天草税務署☎㉒2510（自動音声案内）

　平成24年度から、熊本県と鹿児島県において、
昭和49年12月31日以前に１年以上、水俣湾ま
たはその周辺水域の魚介類を食べたことに伴
い、健康に不安を感じる人で、「水俣病被害者
の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置
法」に基づく救済措置の申請を行わなかった人
を対象に、年１回の無料健診事業を開始します。

●健診内容＝診察、問診、身体測定、血圧測定、
尿検査、血液検査、視力検査、聴力検査、心
電図。
●申込方法＝申込用紙に必要事項を記入し、１
月31日㊍までに熊本県水俣病保健課へ郵送ま
たは持参してください。期限日以降にお申し
込みの人は、平成25年度の受診となります。
●申込用紙設置先＝熊本県水俣病保健課、天草

中央・東・西保健福祉センター、市社
会福祉協議会御所浦支所。また、環境
省、熊本県のホームページからも取得
できます。
●健診時期＝２月から３月まで。対象者
には、後日通知します。
●健診場所＝熊本県総合保健センター、
水俣市立総合医療センター、上天草市
立上天草総合病院、天草郡市医師会立
天草地域医療センター。
※詳細については、県のホームページを
ご覧いただくか、問い合わせ先へご連
絡ください。

〔熊本県水俣病保健課〕
　http://www.pref.kumamoto.jp/

soshiki/46/kenkouhuan.html

環境省環境保健部特殊疾病対策室
☎03－5521－8257（月曜から金曜日までの午前９時から午後６時まで）
熊本県水俣病保健課 〒862－8570熊本市中央区水前寺６－18－１
☎096－333－2304

（月曜から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分まで）

【問い合わせ先】

参加
無料

■募集種目＝自衛官候補生（男子）。
■応募資格＝平成25年４月１日現在、
18歳～ 26歳の男子。

■受付期間＝２月８日㊎まで。
■試験日＝２月10日㊐・同11日㊊のう
ち１日。

■試験会場＝陸上自衛隊健軍駐屯地（熊
本市東区）。

■試験種目＝学科試験、口述試験と身
体検査。

※申し込み方法などの詳細は、自衛隊
天草駐在員事務所☎㉒3349へお尋ね
ください。

 【問い合わせ先】
　自衛隊天草駐在員事務所☎㉒3349

自衛官募集のお知らせ

〜


